
食品・食品添加物のみを使用したボイラ薬品 
「クリタイト®

 
シリーズ」 について 

• 原材料は食品・食品添加物のみを使用 
クリタイトの原材料は「食品」､「食品衛生法で定める食品添加物」および「水」で構成されています。 
例えば、ボイラ薬品で広く使用されている苛性ソーダや苛性カリ、リン酸塩などは「工業グレードの 
化学品」と「食品添加物品」があるが、クリタイトは食品添加物品のみを使用しています。 

• クリタイトは専用の製造設備で製造 
クリタイトは、独立した室内に設置した専用の製造設備で製造しており、 
工業グレードの化学品や異物（ゴミや虫等）の混入を防止しています。 

 

 

 

 

 

 

• 製造に用いる水は全て純水 
クリタイトの製造に使用する水は、製造水・洗浄水を含めて全て純水です。 
純水の水質は連続監視装置と定期的な水質分析により水質を管理しています。 

• 容器は全て新品容器 
クリタイトは、クリタの廃棄物を出さないリターナブル容器回収システム 
『エコシャトル 』を採用（一部商品を除く）。 
クリタイトの製造では全て新品容器を使用し、使用後の回収容器は洗浄後 
に他の商品の容器として再利用しています。 

• キャップには封印シール 
クリタイトは開封されていないことを示すための封印シールを採用して 
おり、ひと目で開封状況が確認できます。 

 

ご注意：本製品は原材料に食品・食品添加物を使用していますが、本製品自体は食品添加物ではありません。 
工業薬品の用途以外には使用しないで下さい。 

封印シール（右は一度剥がしたもの）
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